
令和５年度高度医療機器販売業等の営業所管理者 
及び医療機器修理業の責任技術者に対する継続研修 

開 催 案 内 
 

主催：日 本 薬 剤 師 会  

共催：群馬県薬剤師会  

１ 目的 

   ①薬機法施行規則第 168 条に基づく高度管理医療機器販売業等の営業所管理者に対する研修 

   ②薬機法施行規則第 194 条に基づく医療機器修理業の責任技術者に対する研修 

     

２ 対象者 

   ①高度管理医療機器等の販売業等の営業所管理者 

   ②医療機器修理業の責任技術者 

    ※なお、上記については毎年度継続研修の受講の義務があります 
 
３ 開催形式 

  日本薬剤師会作成の Web コンテンツ（総時間数約 3 時間）によるインターネット研修 

   ※出席確認に必要なキーワードが講義の合間に複数回表示されます 
  
４ 内容 

①医薬品医療機器等法の概要及び改正（約 40 分） ②医療機器の品質管理（約 30 分） 

③医療機器の不具合報告及び回収報告（約 30 分） ④医療機器の情報提供（約 80 分） 
 
５ 受講期間等 

   視聴期間：令和 5 年 11 月 13 日（月）～11 月 17 日（金） 

   場  所：インターネット視聴環境のある勤務先やご自宅等 

定  員：300 名 

   受 講 料：群馬県薬剤師会会員 2,000 円（税込み、テキスト代・送料を含む） 

        上 記 以 外 4,000 円（        〃        ） 

    ※申込者（管理者）が非会員の場合でも、営業所（事業所）にて A 会員として登録して

いる場合は、会員価格で受講できます 

 
６ 申込方法等 

   ①下記 URL または右の QR コードからお申し込みフォームに 

アクセスし、必要事項を入力のうえ送信してください 
 

     https://forms.gle/kmsSw7qMzK9mw28m7 
 

※迷惑メールの対策などでドメイン指定を行っている場合、受講票等

のメールが受信できない場合がございます。キャリアメール（au・

docomo・SoftBank 等）以外の PC 等のアドレスをご入力ください。 

 

 



②申込締切日 

    令和 5 年 10 月 22 日（日）（期限厳守） 

 

７ 申込～受講までの流れ 

  ①上記フォームに必要事項を入力し PC、スマホ等でお申し込み 

    ↓ 

  ②申込締切後、受講確定者に受講決定通知ならびに入金のご案内をメールにて送付 

   （定員に達した等で受講いただけない方にはメールにてご連絡いたします） 

    ↓ 

③入金案内に従って郵便局から受講料を入金し、振込領収書を貼付して群馬県薬剤師会に

FAX にて送付 

  ↓ 

 ④入金確認後、受講者専用ページのログイン ID・パスワード等が記載された受講票を 

群馬県薬剤師会からメールにて送付 

テキストは日本薬剤師会より営業所（事業所）または現住所あてに送付 

    ↓ 

  ⑤令和 5 年 11 月 13 日（月）～11 月 17 日（金）の間にインターネット研修を受講 

※キーワードは不定期に変更されますので、コンテンツ①～④は全て同日に視聴して 

ください 

    ↓ 

  ⑥受講後、締切日（11 月 24 日）までに受講者専用ページから出席確認レポートおよび

キーワードを報告 

    ↓ 

  ⑦不備等がなく受講を確認できた方には、研修修了証を営業所（事業所）または現住所あて

に送付 

 

８ 注意事項 

   ①締切日以降の申込は受付いたしません。申込締切日以降のキャンセル、または指定日に受

講できなかった場合の受講料の返金はいたしません。 

   ②受講義務者は「高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可申請」の申請をした際に、管理者

の氏名の欄に書いた人（個人）です。管理者が変更になった場合には、速やかに保健福祉

事務所に届出し、新しい管理者が受講してください。管理者以外の受講はできません。 

   ③薬剤師は初回申請の基礎講習を免除されていますが、本継続研修は毎年度受講しなければ

なりません。 

   ④原則は居住県及びその近県の都道府県が開催する研修を受講してください。 

 

 

 

群馬県薬剤師会 事務局 

TEL：027-223-7736 

FAX：027-223-5308 

E-mail：gpa@gunyaku.or.jp 


